
報告第４号 

 

市長の専決処分事項の報告について 

大田原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の

制定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和６年６月１７日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一 

 



専決第７号 

 

専 決 処 分 書 

 

大田原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和６年５月２１日 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

大田原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（平成２６年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定

介護予防支援の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

第１５条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定

介護予防支援の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

⑴ 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため

地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第

⑴ 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため

地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第



１４０条の６６第１号イに規定する地域包括支援センター

運営協議会をいう。）の議を経ること。 

１４０条の６６第１号ロ⑵に規定する地域包括支援センタ

ー運営協議会をいう。）の議を経ること。 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


